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農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
五
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
公
益
法
人
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
者
の
登
録
事
務
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
が

指
定
し
た
者
が
行
う
制
度
か
ら
、
法
律
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
制
度
に
改
め
る
ほ

か
、
登
録
の
対
象
と
な
る
業
者
の
範
囲
に
つ
い
て
、
農
林
漁
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
に
限
定
せ
ず
、
農
林
漁
業
体
験
活

動
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
に
ま
で
拡
大
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。


